
○第１５回農薬専門調査会評価第二部会（非公開） 

日時：平成２４年５月２２日（火）１４：００～１７：００ 

議事概要： 

（１）エタボキサム 

・審議の結果、一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．０５ ｍｇ／ｋｇ体重／日とし、評価書（案）

を一部修正の上、農薬専門調査会幹事会に報告することとなった。 

＊殺菌剤で、ばれいしょ、ぶどう等への新規農薬登録申請がされています。 

 

（２）イソキサベン 

・継続審議となった。 

＊除草剤で、日本国内での食用への農薬登録はありません。今回、ナッツ類、ぶどう等へ

のインポートトレランス申請がされています。 


